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本
稿
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
中
期
ー
元
禄
期
以
降
の
江
戸
積
酒
造
業
発
展
期
に
お
け
る
酒
荷
物
の
輸

な
か
ん
ず
く
廻
船
業
の
開
始
に
お
い
て
は
、
大
阪
に
約
一
世
紀
、
伝
法
に
約
半
世
紀
の
日
時
の
お
く
れ
を
も
ち
、
よ
う
や
く
江
戸
市

場
に
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
も
つ
に
い
た
っ
た
西
宮
積
所
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
海
運
業
に
お
い
て
先
行
者
で
あ
り
、
し
か
も

同
時
代
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
角
逐
し
た
菱
垣
廻
船
が
自
己
連
送
よ
り
他
人
運
送
形
態
へ
の
発
展
に
お
い
て
企
業
的
独
立
を
な
し
と
げ
な

が
ら
、
十
組
問
屋
の
専
属
船
と
な
る
に
い
た
つ
て
か
え
つ
て
半
他
人
運
送
形
態
に
後
退
し
た
こ
と
に
比
較
し
て
、
樽
廻
船
は
よ
り
多
く

他
人
運
送
形
態
に
徹
し
、
し
か
も
優
秀
な
船
質
と
有
利
な
経
済
性
と
に
支
持
さ
れ
て
常
に
開
放
的
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に

つ
い
て
、
運
送
形
態
に
お
い
て
は
、
幕
府
の
酒
造
制
限
時
に
お
け
る
積
荷
不
足
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
株
仲
間
停
止
に
よ
る
海
運
界
の

混
乱
時
、
ま
た
は
酒
荷
物
の
江
戸
積
制
限
時
に
は
北
前
船
に
類
す
る
北
国
行
船
、
買
積
船
と
し
て
い
わ
ゆ
る
自
己
運
送
形
態
の
稼
動
を

送
機
関
で
あ
っ
た
樽
廻
船
業
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一

、

は

じ

め

に

津

JII 

正

幸
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の

成

立

な
す
の
止
む
な
き
に
い
た
っ
た
が
、
や
は
り
一
般
的
に
は
他
人
運
送
形
態
に
徹
し
て
い
た
と
規
定

9
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
、
し
か

し
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
開
放
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
づ
く
事
柄
と
す
る
に
は
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

樽
建
荷
物
は
菱
垣
建
荷
物
の
註
文
荷
物
な
る
に
比
し
て
送
り
荷
物
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
荷
主
は
数
量
景
気
よ
り
も
価
格
景
気
を
ね

よ
り
安
全
で
よ
り
迅
速
な
輸
送
を

望
む
、
し
か
も
一
方
で
は
株
仲
間
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
商
業
組
織
が
あ
り
、
資
本
関
係
に
お
い
て
も
荷
主
で
あ
る
商
業
組
織
の
成
員

よ
り
融
資
を
う
け
る
に
い
た
る
と
、
樽
廻
船
の
稼
動
も
決
し
て
開
放
的
で
は
な
く
、
何
等
か
の
意
味
で
拘
束
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
こ
れ
ら
の
抑
圧
を
排
除
し
、
負
担
を
最
少
に
と
ど
め
て
多
く
の
利
潤
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
努
力
が
、
旧
来
の
廻
船
業
者
と
新
興

の
業
者
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
の
主
張
に
あ
ら
わ
れ
争
論
が
お
こ
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
点
に
つ
い
て
考
察
を
す

す
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
、
江
戸
時
代
の
経
済
発
展
と
交
通
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
実
証
的
な
研
究
と
し
て
は
、
古
島
敏
雄
氏
の
「
江
戸
時
代
の
商
品
流
通
と
交
通
」
が
あ

り
、
理
論
的
な
海
運
研
究
に
は
佐
波
宣
平
氏
の
「
海
運
理
論
体
系
」
が
あ
る
。

二

、

西

宮

積

所

西
宮
樽
廻
船
の
創
始

西
摂
諸
郷
よ
り
産
出
さ
れ
る
酒
荷
物
の
江
戸
廻
漕
は
、
従
来
は
魚
崎
を
境
と
し
て
東
側
尼
崎
ま
で
の
間
で
産

出
さ
れ
た
も
の
は
大
阪
、
伝
法
の
稼
問
屋
へ
、
魚
崎
よ
り
西
の
高
砂
ま
で
は
兵
庫
積
問
屋
へ
荷
出
し
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
主
と
し
て
は
海
難
処
理
、
海
拍
分
担
の
公
正
化
を
契
機
と
し
て
、
江
戸
に
荷
主
団
体
で
あ
る
十
組

問
屋
の
結
成
を
み
、
彼
等
に
よ
っ
て
大
阪
ー
江
戸
間
の
諸
荷
物
廻
漕
の
主
導
権
が
掌
握
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
十
組
問
屋
か
ら
酒

ら
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
可
能
な
限
り
運
賃
負
担
を
最
少
限
度
に
と
ど
め
よ
う
と
し
、

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
lll)
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問
屋
し
た
が
つ
て
樽
廻
船
問
屋
と
と
も
に
、
廻
船
の
積
取
荷
物
の
区
分
に
よ
っ
て
分
離
す
る
の
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
0
)
の
こ
と
で

あ
る
。
か
く
し
て
菱
垣
廻
船
と
樽
廻
船
の
間
に
大
阪
ー
江
戸
間
の
諸
荷
物
廻
漕
に
つ
い
て
の
海
運
競
争
が
は
じ
ま
る
。

さ
て
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
い
わ
ゆ
る
「
元
禄
調
高
」

と
よ
ば
れ
る
酒
造
株
改
め
が
お
こ
な
わ
れ
た
当
時
の
西
摂
の
酒
造
状
態
な

ら
び
に
江
戸
積
の
状
態
を
と
く
に
西
宮
に
つ
い
て
み
る
と
、
酒
造
株
は
「
西
宮
酒
家
共
申
上
候
私
共
酒
株
の
儀
は
、
元
禄
十
五
年
七
十

（
寅
か
）

八
株
御
座
候
処
、
元
禄
十
五
年
よ
り
御
運
上
差
上
、
同
亥
年
御
免
仰
付
け
ら
れ
其
後
正
徳
未
年
三
分
之
一
造
り
減
仰
付
け
ら
れ
候
由
。

年
暦
の
儀
は
覚
え
申
さ
ず
候
。
其
已
来
造
高
の
石
数
に
構
わ
ず
勝
手
次
第
酒
造
仕
来
り
候
。
右
七
十
八
株
内
六
十
二
株
は
当
時
酒
造
仕

(

1

)

 

り
、
残
り
十
六
株
の
内
九
株
は
同
領
他
村
へ
譲
り
渡
し
、
三
株
同
領
他
村
に
借
し
置
、
四
株
は
休
株
に
御
座
候
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う

に
す
で
に
七
八
株
が
か
ぞ
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
酒
造
制
限
に
よ
っ
て
他
村
へ
貸
株
し
あ
る
い
は
譲
り
渡
し
な
ど
の
株
移
動
が
あ
っ
て
、

一
般
に
灘
地
方
の
江
戸
積
酒
造
業
の
発
展
が
宝
暦
年
代
（
一
七
五
一
—
六
三
）
以
降
安

永
・
天
明
期
（
一
七
七
ニ
ー
八
八
）
に
み
ら
れ
た
時
代
以
前
に
、

江
戸
表
へ
下
り
酒
を
積
送
る
酒
造
地
と
し
て
、

(

2

)

 

よ
り
町
年
寄
に
提
出
さ
れ
た
文
書
に
、
元
禄
十
、
十
一
、
十
二
年
の
三
か
年
の
江
戸
入
津
樽
数
を
計
上
し
、

西
宮
に
お
け
る
酒
造
業
は
一
応
の
発
展
を
と
げ
て
い
た
の
で
は
な
か

元
禄
十
五
年
（
一
七
0
二
）
三
月
十
日
、
江
戸
下
り
酒
問
屋

同
天
満
、
堺
、
伊
丹
、
池
田
、
尼
ケ
崎
、
大
鹿
、
小
浜
、
三
田
、
兵
庫
、
清
水
、
富
田
、
西
宮
、
鴻
池
、
山
田
、
尾
州
、
三
州
、
濃
州
、

勢
州
、
此
外
所
々
在
よ
り
積
下
し
申
し
候
。
」
と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
摂
津
の
先
進
的
酒
造
地
で
あ
る
伊
丹
、
池
田
、
大
阪
な
ど
と
名

を
つ
ら
ね
る
西
宮
の
存
在
が
し
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
右
の
酒
、
摂
州
大
坂
、

こ
の
よ
う
な
江
戸
積
下
り
酒
の
譲
造
状
態
が
、
西
宮
を
し
て
酒
荷
物
の
廻
漕
を
大
阪
、
伝
法
の
廻
船
問
屋
に
委
託
す
る
状
態
よ
り
脱

し
て
、
自
浦
よ
り
樽
廻
船
を
仕
建
て
独
自
の
立
場
で
廻
漕
を
お
こ
な
う
態
勢
に
発
足
せ
し
め
る
要
因
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、

株
数
に
若
干
の
減
少
が
み
ら
れ
た
に
し
て
も
、
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大
い
に
刺
戟
す
る
こ
と
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

西
宮
浦
が
酒
樽
そ
の
他
諸
荷
物
の
積
出
港
と
し
て
攘
頭
す
る
の
は
宝
永
元
年
（
一
七
0
四
）
五
月
の
こ
と
で
、
そ
の
後
同
四
年
に
い

(

3

)

 

た
る
間
に
積
所
と
し
て
一
応
の
形
態
が
調
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
い
わ
ゆ
る
積
所
と
し
て
公
認
の
特
権
を
駆
使
し
、

他
所
に
お
け
る
同
様
の
行
為
に
対
し
て
制
約
を
加
え
、
こ
れ
を
抑
圧
す
る
に
い
た
る
の
は
や
や
後
年
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(

4

)

（

5
)
 

宝
永
元
年
五
月
、
西
宮
浜
在
住
の
岡
荷
物
引
請
馬
借
附
出
並
諸
船
引
受
問
屋
で
あ
っ
た
鴻
池
三
右
衛
門
と
平
ノ
内
太
郎
右
衛
門
は
、

従
来
西
宮
を
は
じ
め
鴻
池
、
三
田
な
ど
の
在
郷
よ
り
出
さ
れ
る
酒
諸
荷
物
を
受
託
し
、
大
阪
、
伝
法
の
酒
樽
積
問
屋
へ
廻
漕
し
江
戸
積

を
お
こ
な
つ
て
い
た
。
よ
う
や
く
西
宮
に
お
け
る
酒
造
量
も
増
大
し
、
江
戸
積
荷
物
も
増
加
す
る
に
い
た
り
、
こ
の
年
伝
法
の
船
問
屋

に
依
頼
し
て
伝
法
浦
所
属
の
廻
船
を
傭
船
し
、
は
じ
め
て
西
宮
浦
よ
り
酒
荷
物
を
船
積
し
江
戸
表
に
廻
漕
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て

西
宮
酒
家
（
酒
造
家
）
中
で
は
、
大
阪
、
伝
法
へ
廻
送
船
積
み
す
る
こ
と
に
比
較
す
る
と
、
陸
上
運
送
に
要
す
る
駄
賃
を
節
約
し
う
る

こ
と
で
も
あ
り
、
早
速
に
鴻
池
屋
、
平
ノ
内
屋
の
二
軒
を
船
肝
煎
と
し
て
取
立
て
、
西
宮
浦
か
ら
の
直
積
み
を
後
援
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
に
西
宮
浦
に
廻
船
を
所
有
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
な
お
船
体
も
小
さ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
自
浦

が
積
所
と
し
て
の
態
勢
も
整
わ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
の
廻
船
所
有
者
は
兵
庫
、
大
阪
な
ど
に
寄
港
し
、
他
所
の
諸
荷
物

の
廻
漕
に
あ
た
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宝
永
元
年
の
挙
は
そ
れ
ら
の
廻
船
業
者
あ
る
い
は
廻
船
業
に
着
手
し
よ
う
と
志
す
人
々
を

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
西
宮
酒
造
地
方
は
、
下
り
酒
の
一
大
消
費
地
で
あ
る
江
戸
市
場
に
、
直
接
的
な
接
続
点
を
も
っ
た
け
れ
ど

の
酒
造
統
制
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

宝
永
四
年
（
一
七
0
七
）
に
酒
家
中
の
取
立
て
で
、

も
、
廻
船
業
に
と
つ
て
は
ま
だ
本
格
的
に
軌
道
に
乗
る
に
は
な
お
多
少
の
日
時
を
要
し
た
。
そ
れ
は
荷
主
で
あ
る
酒
家
に
対
す
る
幕
府

大
阪
堀
江
の
奥
田
屋
の
手
代
長
兵
衛
が
西

宮
最
初
の
江
戸
酒
積
問
屋
を
は
じ
め
た
が
、
廻
船
を
仕
建
て
も
西
宮
一
か
所
で
は
一
艘
分
で
さ
え
積
荷
不
足
し
、
辰
野
与
三
右
衛
門
、

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

四
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註
(

1

)

(

2

)

 

(

3

)

 

った。

西
宮
市
伊
藤
氏
蔵
四
井
文
書
写
本
廻
船
記
録

関
西
学
院
大
学
編
「
灘
酒
経
済
史
料
集
成
」
下
巻

海
事
史
料
叢
書
第
一
巻
「
船
法
御
並
諸
方
聞
書
」

．五

ざ
こ
や
太
右
衛
門
等
の
世
話
で
兵
庫
の
北
風
屋
に
依
頼
し
、
不
足
荷
物
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
態
を
呈
す
る
程
で
あ

（
資
料
）

西
宮
酒
積
申
問
屋
も
此
時
よ
り
初
申
候
。
そ
れ
よ
り
前
は
鴻
池
三
右
衛
門
、
平
内
太
郎
右
衛
門
と
申
、
鴻
池
三
田
、
伝
法
、
大
坂
え
参
申
、

酒
樽
西
宮
え
出
申
候
故
、
当
分
の
預
り
問
屋
に
て
御
座
候
処
｀
酒
御
改
御
座
候
付
、
此
時
よ
り
西
宮
酒
屋
中
と
し
て
、
船
肝
煎
と
申
立
、
取

立
申
候
。
元
来
魚
崎
よ
り
尼
ケ
崎
迄
は
大
坂
、
伝
法
両
方
の
問
屋
へ
酒
樽
送
り
申
候
°
魚
崎
よ
り
高
砂
迄
は
兵
庫
に
て
、
江
戸
積
問
屋
島
屋

三
右
衛
門
、
壷
屋
弥
右
衛
門
、
北
風
五
郎
兵
衛
、
右
三
軒
え
段
々
送
り
参
り
積
下
し
申
候
。
（
八
三
頁
）

西
宮
に
元
来
鴻
池
屋
三
右
衛
門
、
平
内
太
郎
右
衛
門
弐
軒
、
三
田
酒
其
外
鴻
池
在
々
よ
り
伝
法
と
い
屋
え
送
り
、
酒
之
支
配
仕
候
中
次
之
宿

御
座
候
。
然
処
段
々
酒
屋
出
来
候
に
付
、
江
戸
積
申
船
壱
艘
か
し
く
れ
候
様
に
と
、
魚
屋
源
右
衛
門
殿
へ
頼
み
被
申
候
に
付
、
伝
法
屋
弥

右
衛
門
方
よ
り
、
初
而
宝
永
元
年
五
月
下
旬
之
比
、
紀
州
切
目
浦
、
松
兵
衛
船
を
か
し
、
荷
物
支
配
に
手
代
八
兵
衛
乗
せ
遣
し
候
。
早
速
一

両
日
之
内
に
酒
樽
五
百
駄
積
立
、
送
り
状
取
そ
ろ
へ
申
所
に
、
南
風
西
風
か
わ
し
、
瀕
浪
高
く
、
本
船
ふ
り
こ
か
し
、
積
荷
酒
西
宮
よ
り
今

津
浦
迄
流
散
申
候
処
に
、
西
宮
今
津
酒
屋
中
よ
り
大
勢
人
を
出
し
、
不
残
つ
み
被
申
、
つ
ふ
れ
、
拾
駄
不
足
仕
候
。
残
樽
筵
包
替
、
右
之
船

痛
み
少
々
御
坐
候
作
事
付
、
又
々
積
込
み
、
江
戸
へ
罷
下
り
申
候
。
此
時
荷
主
方
よ
り
銀
五
百
匁
合
力
被
致
候
。
是
西
宮
前
に
て
酒
積
立
申

初
也
。
(
-
―
―
頁
）

西
宮
に
江
戸
酒
積
問
屋
出
来
申
候
は
、
其
後
宝
永
四
年
よ
り
、
初
而
大
坂
堀
江
奥
田
吉
兵
衛
手
代
長
兵
衛
と
申
も
の
、
酒
支
配
方
能
存
知
た

る
よ
し
、
殊
に
西
宮
え
度
々
商
に
参
被
申
候
故
、
酒
屋
中
相
談
之
上
に
て
、
世
話
頼
被
申
候
。
是
よ
り
段
々
積
問
屋
初
り
申
候
。
其
時
分
は

壱
艘
つ
み
仕
立
申
事
難
成
候
故
、
辰
野
与
三
右
衛
門
、
さ
こ
や
太
右
衛
門
殿
世
話
や
き
に
て
、
西
宮
に
而
不
足
之
所
を
於
兵
庫
、
北
風
六
右

宝
暦
十
四
年
覚

ニ―
1

一
三
頁
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右

同

断

惣
代

鴻
池
屋
三
右
衛
門

病

気

に

付

代

与

兵

衛

衛
門
殿
被
頼
、
酒
屋
中
之
内
、
海
上
請
届
五
十
駄
、
百
駄
仕
被
申
候
。
其
後
段
々
西
宮
に
酒
屋
衆
出
来
、
享
保
年
中
に
は
仲
間
船
分
、
入
船

六
拾
艘
程
に
罷
成
申
候
。
兵
庫
酒
世
話
は
手
代
兵
助
え
ゆ
づ
り
被
申
。
元
来
酒
つ
み
問
屋
に
て
は
無
御
坐
候
。
(
-
―

-
l
-
―
二
頁
）

西
宮
町
は
町
と
浜
と
に
区
轄
さ
れ
て
い
た
。
安
政
元
年
の
町
名
に
よ
る
と
、
町
方
は
針
貫
町
、
鞍
掛
町
、
馬
場
町
、
図
子
町
、
市
庭
町
、
社

家
町
、
浦
之
町
、
浜
脇
町
、
今
在
家
町
、
宮
武
町
、
石
才
町
、
久
保
町
、
東
ノ
町
、
与
古
道
町
の
十
五
町
で
、
浜
方
は
浜
ノ
町
、
浜
鞍
掛
町
、

浜
久
保
町
、
浜
東
町
の
五
町
で
あ
っ
た
。

大
阪
市
史
第
五
享
保
以
来
御
取
計
替
几
ケ
条
書
一
三
三
頁

大
阪
市
史
の
西
宮
諸
株
の
う
ち
岡
荷
物
引
請
馬
借
附
出
並
諸
船
引
請
問
屋
と
あ
る
も
の
で
、
こ
の
問
屋
株
名
は
安
永
年
間
以
降
岡
荷
物
揚
下

諸
船
引
受
問
屋
と
あ
ら
た
め
ら
れ
た
。
そ
の
営
業
内
容
に
は
相
違
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、

乍
恐
口
上

昨
五
日
私
共
被
為
御
召
来
罷
出
候
処
、
諸
株
取
捌
之
儀
御
尋
被
為
成
候
に
付
乍
恐
左
に
奉
申
上
候
。

岡
荷
物
揚
下
諸
船
引
受
問
屋
株

平
内
太
郎
右
衛
門

右

同

断

代

伊

兵

衛

右
岡
荷
物
揚
下
諸
船
引
受
問
屋
義
は
諸
郷
よ
り
送
り
来
候
、
諸
荷
物
何
国
へ
も
船
旗
仕
節
、
送
り
申
候
。
又
は
諸
船
荷
物
送
り
状
を
以
引
受

直
に
取
捌
仕
候
。

諸
船
請
問
屋
株
十
軒

大
明
屋
七
左
衛
門

病

気

二

付

代

善

兵

衛

右
諸
船
引
請
問
屋
之
義
諸
国
荷
物
積
来
り
候
節
、
時
之
相
庭
を
以
直
に
取
捌
売
冗
仕
几
゜

（
資
料
）

(
5
)
 

(
4
)
 近

世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

西
宮
浜
方

六
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近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

艘
数
も
漸
次
に
増
加
し
、
享
保
年
中
に
は
、

西
宮
廻
船
の
増
加
と
積
所
の
確
立

村
田
屋
利
右
衛
門

病

気

二

付

代

治

兵

衛

右
酒
荷
並
諸
荷
物
積
問
屋
之
義
は
諸
郷
よ
り
送
り
来
候
節
、
送
り
状
を
以
船
積
仕
差
送
り
申
候

千
鰯
屋
株
中

惣
代

右
千
鰯
株
之
義
は
諸
方
よ
り
積
来
り
候
節
、
引
受
取
捌
仕
候
。

天
明
五
己
年
十
二
月
六
日

鈴
木
町
御
役
所

を
も
含
め
る
と
、

合
以
下
略
）

西
宮
浦
よ
り
江
戸
積
下
り
酒
を
直
積
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頭
初
は
他
国
廻
船
を
傭
船
し
、
そ
の

年
の
酒
造
状
況
に
よ
っ
て
は
廻
船
一
艘
分
の
積
荷
に
不
足
を
生
じ
た
程
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
の
酒
造
事
情
の
好
転
に
よ
っ
て
、
廻
船

(

6

)

 

「
段
々
西
宮
に
酒
家
衆
出
来
、
…
…
仲
間
船
分
入
船
六
拾
艘
程
に
罷
成
」
る
よ
う
な
状
態

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
や
や
時
代
が
下
る
が
享
保
末
年
の
調
査
に
よ
る
具
体
的
な
例
に
よ
っ
て
み
る
と
第
一
表
の
よ
う
に
な
る
。
西
宮
浦

が
酒
諸
荷
物
の
積
出
港
に
な
る
に
い
た
つ
て
は
、
西
宮
浦
廻
船
の
み
な
ら
ず
、
魚
崎
、
御
影
、
大
石
の
三
か
浦
を
あ
わ
せ
た
四
か
浦
の

廻
船
が
西
宮
浦
を
利
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
つ
て
魚
崎
浦
は
未
だ
廻
船
を
も
つ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
今
津
浦

少
な
く
と
も
享
保
末
年
に
は
八
七
艘
の
船
が
出
入
り
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）

七
月
に
、
西
宮
船
持
衆
二
．
一
軒
の
者
よ
り
御
浦
廻
り
方
へ
出
さ
れ
た
願
書
に
よ
る
と
、
「
今
年
は
船
数
多
く
乗
捨
て
難
船
な
ど
御
座
候

(

7

)

 

て
、
我
々
難
儀
仕
り
候
。
相
残
る
船
難
に
逢
申
ざ
る
船
は
多
く
こ
れ
な
く
候
間
云
々
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
か
か
る
点
よ
り
推
察

す
る
と
享
保
十
九
年
の
調
査
に
よ
る
西
宮
廻
船
数
四
四
艘
よ
り
も
多
い
船
数
を
も
つ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
廻
船
業

酒
荷
物
並
諸
荷
物
積
問
屋
株
六
軒

惣
代

座
古
屋
六
兵
衛

七
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右
の
よ
う
に
西
宮
は
次
第
に
自
浦
の
廻
船
数
を
増
し
、

家
の
廻
船
支
配
力
の
強
化
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

‘
そ
の
こ
と
は
享
保
十
五
年
（
一
七
三
0
)
江
戸
十
組
問
屋
よ
り
酒
問
屋
が
分
離
し
、

送
り
状
の
奥
f
を
お
こ
な
う
名
代
を
、

そ
れ
ま
で
灘
今
津
船
支
配
人
が
実
権
を
に
ぎ
つ
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
西
宮
浦
廻
船
手
板

「
此
度
灘
今
津
船
支
配
人
名
前
の
送
り
状
御
差
留
な
ら
れ
、
当
地
廻
船
の
分
に
は
当
地
船
問
屋

名
代
の
外
一
切
相
成
り
申
さ
ず
」
と
取
き
め
万
一
今
津
支
配
人
か
ら
送
り
状
が
き
て
も
、
西
宮
で
認
め
か
へ
る
と
の
こ
と
で
、
奥
f
名

(

9

)

 

代
の
実
権
を
掌
握
し
名
実
と
も
に
廻
船
支
配
の
実
権
を
確
保
し
て
い
っ
た
。

か
く
し
て
積
所
と
し
て
の
実
力
を
備
へ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、

さ
て
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
十
月
に
は
、

に
な
っ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

註

第 1表 運輸船所在分布状態

浦 享保19年調 1I 明和 6年調

名 廻船 1渡海船廻船 1渡海船

今 津 ~1 5 13 20 

西 宮 36 17 40 

魚崎 16 1 15 

御 影 37 8 60 55 

大石 2 2 6 60 

神戸 44 29 40 30 

ニッ茶屋 94 6 67 30 

兵 庫 ， 241 26 372 

享保調は神戸市史

録による

明和調は

る。

桜井子爵家記

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

廻船小船差配書写によ

に
着
手
す
る
者
の
う
ち
、
二
、
三
の
成
功
者
の
出
る
を
み
て
、
資
金
に
融

通
の
つ
く
も
の
は
競
つ
て
こ
の
業
を
始
め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
し
た
が
つ
て
享
保
九
年
（
一
七
二
四
）

九
月
、
御
影
地
船
船
頭
中
よ

り
、
「
私
共
前
々
よ
り
御
当
地
表
に
て
酒
樽
江
戸
積
初
り
の
時
分
よ
り
御

積
せ
下
さ
れ
、
す
な
わ
ち
相
稜
来
り
申
し
候
と
こ
ろ
へ
、
其
後
よ
り
大
分

積
船
出
来
仕
り
候
故
、
只
今
に
て
は
御
稜
せ
な
ら
れ
候
こ
と
な
り
が
た
＜

(

8

)

 

候
と
仰
付
け
ら
れ
気
毒
千
万
に
存
じ
奉
り
侯
。
」
と
西
宮
酒
家
中
へ
異
議

を
申
立
し
て
る
よ
う
な
事
態
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
廻
船
支
配
の
力
を
た
く
わ
え
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
酒
造

樽
廻
船
が
樽
一
方
積
の
範
囲
で
活
動
す
る
よ
う

そ
れ
は
酒
造
家
の
経
済
力
に
よ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
と

}¥, 
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艘、

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

九

0
人
、
兵
庫
組
が
六
分
の
一
の
一
五

し
て
も
た
だ
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
確
得
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
加
う
る
に
積
所
と
し
て
の
権
利
主
張
に
は
公
役
負
担
の
あ
っ
た
こ

と
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
明
ら
か
と
な
る
が
、
宝
暦
年
間
に
大
石
、
魚
崎
浦
が
新
規
を
計
画
し
た
時
に
西

宮
浦
が
積
所
と
し
て
強
硬
に
主
張
し
た
と
こ
ろ
の
拠
り
処
も
公
役
負
担
で
あ
っ
た
。
そ
の
主
な
も
の
は
、

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
、
江
戸
御
屋
敷
（
尼
崎
松
平
遠
江
守
家
）
の
仕
組
材
木
を
早
急
に
積
下
す
よ
う
命
ぜ
ら
れ
、
西
宮
浦
よ
り
廻

船
二
艘
差
出
し
材
木
を
積
下
し
た
こ
と
。

（利）

御
用
港
、
御
用
砂
理
な
ど
太
切
な
御
用
を
勤
め
て
い
る
こ
と
。

御
用
命
御
荷
物
、
参
観
交
代
の
節
は
御
家
中
の
諸
荷
物
、
そ
の
他
江
戸
屋
敷
御
用
物
を
西
宮
浦
で
廻
漕
方
を
拝
命
し
て
い
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
日
は
臨
時
で
あ
っ
た
が
、
口
、
国
の
若
干
に
つ
い
て
は
寛
文
年
中
よ
り
尼
崎
藩
で
は
船
加
子
役
の
取
極
め
が
な

尼
崎
藩
の
加
子
役
は
領
分
浦
方
村
々
を
尼
崎
組
、
西
宮
組
、
兵
庫
組
の
三
か
浦
組
に
そ
れ
ぞ
れ
所
属
さ
せ
て
分
担
せ
し
め
た
。
そ
の

内
西
宮
組
は
、
鳴
尾
、
今
津
、
西
宮
、
深
江
、
青
木
、
魚
崎
、
御
影
、
東
明
、
新
在
家
、
大
石
、
脇
浜
、
神
戸
、
二
つ
茶
屋
浦
の
一
三

(
1
0
)
 

か
浦
よ
り
な
り
西
宮
浦
が
組
頭
浦
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
加
子
役
の
主
な
も
の
は
、
日
、
尼
崎
藩
主
が
江
戸
参
府
あ
る
い
は
帰
国
の
際
の

伏
見
へ
の
送
迎
の
舟
役
、
口
、
異
国
人
と
く
に
朝
鮮
来
聘
使
の
来
朝
、
帰
朝
時
の
舟
役
、
回
、
領
主
御
用
、
長
崎
そ
の
他
諸
国
よ
り
の

公
用
荷
物
、
金
銀
の
輸
送
な
ら
び
に
上
使
、
公
儀
役
人
往
来
時
の
舟
役
、
四
、
京
、
大
阪
、
尼
崎
の
御
城
普
請
用
材
な
ら
び
に
領
内
諸

普
請
用
材
の
運
搬
舟
役
な
ど
で
あ
っ
た
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
十
月
の
定
に
よ
る
と
、
日
尼
崎
領
主
の
参
観
帰
国
時
の
舟
役
は
、

舟
九

0
艘
、
加
子
九

0
人
を
必
要
と
す
る
時
は
、

さ
れ
て
い
た
。

国 仁 H 

尼
崎
組
が
全
体
の
三
分
の
一
の
三

0
艘、

一
五
人
、
西
宮
組
が
二
分
の
一
の
四
五
艘
、
四
五
人
の
割
合
で
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
口
、
異
国
人
来
朝
帰
朝
時
の
舟
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役
は
三
か
浦
組
で
そ
れ
ぞ
れ
高
下
な
く
勤
め
、
国
、
領
主
な
ら
び
に
公
儀
御
用
の
舟
役
は
、
船
一
五
艘
、
加
子
―
二

0
人
ま
で
の
入
用

の
時
に
は
三
か
浦
に
分
割
さ
れ
た
責
任
個
所
と
所
要
舟
加
子
を
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
で
分
担
し
、
超
過
分
は
勤
め
終
了
後
に
決
算
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
国
、
京
、
大
阪
、
尼
崎
御
城
用
材
お
よ
び
領
内
普
請
用
材
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
京
、
大
阪
の
場
合
は
三
か
浦
組

で
、
舟
三

0
艘
、
加
子
―
二

0
人
ま
で
の
分
は
一
緒
に
負
担
し
、
そ
の
限
度
を
き
こ
え
た
役
分
は
公
儀
御
用
舟
役
と
同
様
に
御
用
終
了

後
に
三
か
浦
組
で
清
算
し
、
尼
崎
城
お
よ
び
領
内
諸
普
請
材
の
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
、

艘
分
の
限
度
内
の
石
材
運
送
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
西
宮
組
の
み
が
こ
れ
を
負
担
し
、
そ
の
限
度
を
超
過
し
た
運
送
分
の
み
に
つ
い

(
1
1
)
 

て
三
か
浦
組
で
清
算
分
担
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
舟
加
子
役
負
担
が
西
宮
の
積
所
申
し
立
て
の
有
力
な
拠

点
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

乍
恐
以
口
上
ヲ
御
願
申
上
候

当
所
廻
船
為
冥
加
金
近
年
差
上
申
候
へ
共
、

註
(

6

)

前
掲
海
事
史
料
叢
書
所
収
註
固
の
史
料

（
資
料
）

近
世
中
期
の
樺
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

辰

野

与

三

左

衛

門

さ

こ

や

茂

左

衛

門

小

網

中

理

左

衛

門

千

足

太

郎

兵

衛

は

り

ま

や

次

右

衛

門

大

和

や

喜

兵

衛

さ

こ

や

太

右

衛

門

う

を

や

源

太

郎

当

舎

五

郎

兵

衛

は

り

ま

や

八

兵

衛

さ

か

や

．

理

右

衛

門

小

網

中

惣

兵

衛

(

7

)

 

四
井
文
書

廻
船
記
録
写
本

今
年
は
船
数
多
乗
捨
難
船
等
御
座
候
て
我
々
難
儀
仕
候
。
相
残
船
難
二
逢
不
申
船
は
多
無
之
候

間
、
今
年
冥
加
金
之
儀
御
免
被
為
被
下
候
は
難
有
可
奉
存
候
。
時
節
も
宜
敷
罷
成
候
は
又
々
冥
加
金
差
上
申
度
奉
存
候
。
以
上
。

享
保
十
七
子
七
月

一
時
に
栗
石
五

0
坪
分
、
あ
る
い
は
大
石
二
〇

1
0
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近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

(
8
)
 

（
資
料
）

御
浦
廻
り
方
様

廻
船
記
録
写
本

口
上
書
を
以
御
顔
申
上
候

私
共
前
々
力
御
当
地
表
二
て
酒
樽
江
戸
積
初
り
之
時
分
力
御
積
せ
被
下
則
相
積
来
申
候
所
え
、
其
後
力
大
分
積
船
出
来
仕
候
故
只
今
二
て
は
御

積
せ
被
成
候
事
難
成
候
と
被
仰
付
気
毒
千
万
奉
存
候
。
乍
然
私
共
只
今
之
新
船
二
て
は
無
之
候
間
、
当
地
表
二
て
前
々
右
御
糠
せ
被
下
候
船
二

御
座
候
間
、
何
卒
御
当
地
之
船
々
と
御
一
所
二
前
々
之
通
御
積
せ
被
下
候
ハ

4

恭
可
奉
存
候
。
右
之
趣
為
申
上
以
口
上
書
を
如
此
御
座
候
奉
願

候
。
以
上
。

享
保
九
年
辰
九
月

(

9

)

 

（
資
料
）

同
廻
船
記
録
写
本

一
札
之
事

当
地
廻
船
手
板
送
り
状
名
代
是
迄
灘
今
津
船
支
配
人
方
よ
り
送
り
状
相
認
参
り
候
処
、
此
度
灘
今
津
船
支
配
人
名
前
之
送
り
状
御
差
留
メ
被
成

西
宮
御
酒
屋
衆
中
様

同
御
年
行
司
衆
中
様

四
井
文
書

御
影
地
船
船
頭
中

上

念

八

兵

衛

平

ノ

内

太

郎

右

衛

門

さ

こ

や

弥

次

兵

衛

さ

こ

さ

兵

右

衛

門

上

念

平

右

衛

門

小

網

中

善

右

衛

門

村

田

や

理

兵

衛

さ

か

や

理

兵

衛

中

川

膝

十

郎
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他
港
新
規
計
画
の
抑
圧

(
1
1
)
 

(
1
0
)
 

に
元
禄
調
高

当
地
廻
船
之
分
ニ
ハ
当
地
船
問
屋
名
代
之
外
一
切
相
成
不
申
、
尤
荷
主
方
直
送
リ
状
ハ
格
別
灘
今
津
船
支
配
人
名
前
之
送
リ
状
堅
ク
御
差
留

メ
被
成
、
尚
又
是
迄
手
板
奥
メ
無
之
船
も
有
之
候
所
、
此
度
御
改
向
後
行
司
方
手
板
奥
判
無
之
船
ハ
出
帆
為
致
間
敷
旨
被
仰
聞
具
二
承
知

仕
候
。
此
已
後
当
地
廻
船
積
荷
物
之
内
万
一
灘
今
津
支
配
人
方
よ
り
送
り
状
参
候
共
、
此
方
二
て
認
替
差
下
し
可
申
候
。
勿
論
手
板
奥
判
無

之
船
ハ
出
帆
為
致
間
敷
候
。
万
一
右
両
様
之
内
少
二
て
も
相
背
候
ハ
ハ
、
御
吟
味
之
上
越
度
二
相
極
り
申
上
候
。
船
問
屋
商
売
早
速
御
差
留

可
被
成
候
。
其
時
一
言
之
子
細
申
問
敷
候
°
為
後
日
連
判
俯
而
如
件
。

元
文
元
辰
年
十
月

御
酒
家
中
当
番
御
行
司

加
茂
屋
四
郎
兵
衡
殿

魚

屋

源

太

郎

殿

乎
内
太
郎
右
衛
門
殿

千

足

理

兵

衛

殿

兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
参
考
書
巻
之
三

第
一
号
西
宮
浦
外
十
ニ
ケ
浦
二
於
テ
浦
役
勤
方
取
締
ノ
事

海
事
史
料
叢
書
第
四
巻
浦
方
定
証
文
写

真

多

市

兵

衛

R

村
田
屋
理
兵
衛
R

紹

屋

甚

兵

衛

R

上

念

長

兵

衛

R

魚

屋

長

兵

衛

＠

平
内
太
郎
右
衛
門
R

座
古
や
茨
右
衛
門
R

塩

屋

九

兵

衛

R

鴻
池
屋
三
右
衛
門
R

座
古
屋
弥
次
兵
衛
R

千
足
九
郎
右
衛
門
R

酒
造
業
も
享
保
初
年
よ
り
隆
盛
に
赴
き
、
酒
造
家
は
廻
船
業
者
の
協
力
を
侯
つ
て
、
清
酒
販
売
の
無
理
な

競
争
を
排
除
す
る
目
的
で
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
新
酒
番
船
の
仕
法
を
創
出
し
た
。
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）
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こ
。t
 

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

と
こ
ろ
が
酒
造
家
・
廻
船
が
機
運
に
乗
じ
て
数
ま
し
て
く
る
と
、

こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
以
降
、
灘
目
、

「
為
替

五
人

一
艘
は
御
影
浦
で
廻
船

宝
暦
五
年

(12-

分
の
一
造
り
の
酒
造
制
限
を
み
て
か
ら
天
明
六
年
(
-
七
八
六
）
の
前
年
迄
の
造
米
高
の
半
高
造
の
制
限
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
享
保
末

年
の
凶
作
年
次
を
の
ぞ
い
て
は
酒
造
状
況
は
割
合
に
順
調
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
西
宮
・
今
津
郷
に
と
つ
て
の
み
で
は
な
く
灘
目
一
円
の

酒
造
地
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
た
が
つ
て
各
地
の
酒
造
家
は
常
に
よ
り
以
上
の
価
格
で
の
販
売
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
、
そ

の
一
端
と
し
て
運
送
費
用
の
節
減
、
新
酒
番
船
仕
建
に
よ
る
新
酒
の
値
立
て
に
有
利
な
立
場
を
取
ろ
う
と
計
画
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ

荷
積
込
の
秩
序
を
み
だ
し
、
順
序
を
無
視
し
て
我
勝
に
荷
積
し
、
あ
る
い
は
抜
仕
立
て
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
り
、
は
て
は
新
規
の
秘

(

1

3

)

 

所
を
計
画
し
、
番
船
仕
建
を
お
こ
な
わ
ん
と
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
灘
目
酒
造
家
の
経
済
力
伸
張
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
か

つ
て
は
「
大
石
、
魚
崎
に
酒
造
な
ら
び
に
廻
船
と
も
僅
か
の
節
、
年
来
西
宮
浦
に
て
船
積
ま
た
は
順
番
禎
な
ど
彼
是
不
勝
手
の
義
が
あ

C14) 

っ
た
が
、
互
に
申
合
の
法
式
を
定
め
て
」
共
同
で
酒
荷
の
船
積
を
お
こ
な
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
石
浦
、
魚
崎
浦
は
繁
昌
し
て
き

も
は
や
限
ら
れ
た
枠
に
と
ど
ま
ろ
う
と
せ
ず
、

(15) 

（
一
七
五
五
）
に
は
大
石
浦
松
浦
太
兵
衛
な
る
者
が
手
船
で
新
酒
番
船
を
仕
建
て
よ
う
と
し
、
翌
六
年
に
は
魚
崎
村
嘉
平
次
が
魚
崎
浦
を

(16) 

荷
物
積
所
に
し
よ
う
と
諸
廻
船
を
招
き
新
規
計
画
を
実
行
せ
ん
と
し
た
。
こ
の
嘉
平
次
は
、
住
吉
村
が
出
所
で
、
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）

住
吉
村
か
ら
廻
船
持
に
な
ろ
う
と
し
た
が
、
自
村
に
浦
辺
が
な
い
の
で
廻
船
持
に
な
れ
ず
、
廻
船
二
艘
の
内
、

ら

17)

願
を
し
、
残
る
一
艘
を
も
つ
て
魚
崎
浦
廻
船
に
な
っ
た
新
興
の
廻
船
持
で
あ
っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
灘
筋
の
廻
船
持
の
四
、

は
、
船
持
と
い
う
よ
り
も
本
業
は
手
広
く
営
業
を
お
こ
な
つ
て
い
る
酒
造
業
者
で
、
自
分
の
荷
物
だ
け
を
積
込
む
だ
け
で
も
、
廻
船
中

で
取
極
め
の
規
約
に
反
し
た
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
船
に
積
込
を
約
束
し
た
荷
物
を
も
瓢
取
り
、

大
石
、

「
買
荷
物
」
、

魚
崎
辺
の
大
身
の
廻
船
持
衆
が
、
勝
手
を
か
ま
え
て
酒
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の
通
り
三
か
所
の
み
が
積
所
で
あ
る
。
」
と
明
分
を
た
て
、
そ
の
奥
書
に
、

こ
と
に
あ
た
っ
た
大
庄
屋
、

よ
う
や
く
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
な
つ
て
「
前
年
よ
り
仕
来
り
の

こ
の
よ
う
な
事
態
に
逢
遇
し
た
西
宮
廻
船
中
、
樽
廻
船
問
屋
中
お
よ
び
西
宮
積
所
を
利
用
し
て
い
る
御
影
そ
の
他
の
浦
廻
船
中
で
は

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
事
情
を
つ
ぶ
さ
に
し
る
し
奉
行
所
に
訴
え
出
た
。

(
1
8
)
 

訴
状
数
通
に
記
さ
れ
た
主
な
る
内
容
は
、

二
、
積
所
を
申
し
立
て
る
裏
付
け
と
し
て
、
公
儀
御
用
、
領
主
御
用
の
公
役
負
担
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
。

三
、
新
酒
番
船
の
仕
建
は
、
大
阪
、
伝
法
八
艘
、
西
宮
六
艘
、
都
合
十
四
艘
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四
、
新
規
仕
出
し
の
廻
船
が
、
古
来
の
廻
船
中
で
定
め
た
規
約
を
無
視
し
、
勝
手
の
振
舞
を
な
す
こ
と
は
多
数
の
廻
船
に
と
つ
て
迷
惑

至
極
で
あ
る
こ
と
。

な
ど
で
あ
っ
た
。
．
と
こ
ろ
が
訴
状
を
受
取
っ
た
奉
行
所
で
は
こ
れ
を
裁
決
せ
ず
に
、
大
庄
屋
の
取
唆
に
下
げ
渡
し
、
詳
し
く
事
情
を

聴
取
し
て
し
か
る
べ
く
取
計
う
こ
と
を
申
し
渡
し
た
。

住
吉
村
の
井
上
伊
右
衛
門
は
、

通
り
、
西
宮
、
伝
法
、
大
阪
三
か
所
の
積
所
で
、
廻
船
に
勝
手
の
よ
い
と
こ
ろ
で
船
仕
建
を
す
る
よ
う
、
酒
荷
物
は
前
々
よ
り
仕
来
り

「
灘
浦
廻
船
は
勝
手
で
あ
る
か
ら
、
右
三
か
所
へ
乗
廻
せ

(
1
9
)
 

な
い
時
は
、
積
所
で
な
い
外
浦
に
て
も
船
積
し
酒
荷
物
に
差
支
り
な
い
よ
う
に
い
た
す
べ
し
。
」
と
付
記
し
た
。

西
宮
廻
船
中
で
は
こ
の
取
曖
一
札
を
う
け
と
つ
て
、
奥
書
に
し
る
さ
れ
た
一
条
は
、

「
こ
の
文
面
は
甚
だ
心
得
難
い
こ
と
で
、
前
後
が

(20) 

大
い
に
相
違
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
灘
浦
に
て
自
分
仕
立
て
を
す
る
所
存
と
相
見
え
る
。
」
ま
こ
と
に
承
服
い
た
し
か
ね
る
と
し
、

一
、
西
宮
は
大
阪
・
伝
法
と
と
も
に
積
所
で
あ
る
こ
と
。

積
」
な
ど
と
申
し
立
て
て
勝
手
の
振
舞
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

一
四
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近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

（
資
料
）

（註）

一
、
先
年
よ
り
御
上
納
金
負
担
は
、
西
宮
浦
金
一

0
両
、
御
影
浦
は
金
四
両
、
魚
崎
浦
は
銀
三

0
匁
、
大
石
浦
は
銀
五

0
匁
を
毎
年
納

め
て
い
る
。
こ
の
上
納
金
の
高
下
で
考
え
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
わ
ず
か
、
三

0
匁、

二
、
荷
物
稼
所
、
大
阪
、
伝
法
、
西
宮
三
か
所
の
訳
は
、
古
来
よ
り
定
ま
り
番
船
も
三
か
所
よ
り
仕
法
を
定
め
て
仕
建
て
て
い
る
。
し

た
が
つ
て
浦
賀
番
所
へ
も
毎
々
御
断
り
申
上
げ
、
大
阪
番
所
か
ら
も
三
か
所
積
所
の
外
は
御
用
荷
物
は
積
さ
せ
な
い
。

三
、
灘
筋
の
廻
船
は
先
年
よ
り
禎
所
が
な
く
西
宮
浦
で
積
荷
し
て
い
る
。
他
頷
大
阪
、
伝
法
で
船
積
す
る
と
御
頷
分
の
助
力
も
薄
く
な

る
こ
と
だ
か
ら
西
宮
浦
で
順
番
を
も
つ
て
船
積
す
る
よ
う
願
い
た
い
。
尤
も
廻
船
の
こ
と
で
、
万
一
西
宮
浦
へ
船
乗
込
み
が
た
い
時

は
其
所
で
船
積
し
、
江
戸
手
板
、
送
り
状
は
西
宮
支
配
に
致
さ
れ
た
い
。

一
五

五
0
匁
の
浦
々
と
同
等
に
あ
つ
か
わ
れ
て
は

と
再
び
願
い
出
る
に
お
よ
ん
だ
。
結
局
願
い
が
入
れ
ら
れ
、
酒
荷
物
積
所
は
大
阪
、
伝
法
、
西
宮
三
か
所
で
番
船
仕
建
て
も
こ
の
三
か

所
限
り
、
灘
筋
廻
船
は
銘
々
荷
は
勝
手
に
積
ん
で
も
手
板
送
り
状
は
西
宮
支
配
と
し
、
積
所
の
明
分
を
た
て
、
廻
船
一
統
の
申
合
せ
で

あ
る
荷
物
稲
込
の
順
序
を
み
だ
さ
な
い
と
の
こ
と
で
双
方
和
順
し
争
論
は
内
済
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。

(

1

2

)

灘
酒
経
済
史
資
料
集
成
下
巻
二
九
七
頁
．

(13)
（
14)
（
15)
（
16)
（
17)
（
18)
（
19)
（
20)

四
井
文
書
廻
船
記
録
写
本

(
1
3
)
l
(
2
0
)
に
使
用
し
た
史
料
の
う
ち
訴
状
一
通
の
み
を
揚
げ
る
。

乍
恐
書
付
を
以
御
願
奉
申
上
候

底
共
西
宮
廻
船
荷
物
積
下
し
申
支
配
人
に
御
座
候

先
年
よ
り
於
西
宮
浦
御
領
分
江
戸
廻
船
下
り
荷
物
積
立
申
所
、
近
年
は
他
国
よ
り
荷
物
入
重
、
其
上
他
国
廻
船
迄
数
艘
入
込
酒
荒
物
其
外
西
国

辺
御
屋
敷
方
江
戸
御
賄
御
用
米
等
積
入
私
共
送
り
状
相
認
、
則
浦
賀
御
番
所
様
迄
御
届
ケ
申
上
候
通
船
仕
候
二
付
自
然
と
西
宮
浦
積
所
二
罷
成

当
浦
数
十
艘
の
廻
船
は
難
儀
し
、
迷
惑
至
極
で
あ
る
。
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御
奉
行
様

候
御
事
。

西
宮
浦
稼
所
之
義
、
最
初
被
仰
付
義
私
共
不
明
二
御
座
候
得
共
、
大
坂
廻
船
問
屋
中
よ
り
も
万
事
相
互
二
申
来
り
月
積
所
二
罷
成
有
之
候
。
殊

更
四
十
ケ
年
以
前
二
江
戸
御
屋
敷
仕
組
御
材
木
急
二
積
下
し
被
為
仰
付
御
運
賃
も
被
為
下
置
候
。
積
船
西
宮
浦
沖
船
頭
源
太
夫
、
吉
兵
衛
と
申

船
二
艘
差
し
御
材
木
積
下
申
候
、
夫
よ
り
弥
増
二
他
国
よ
り
船
荷
物
等
差
越
蹟
立
罷
有
候
御
事
。

御
用
港
御
用
砂
理
御
太
切
之
御
用
相
勤
候
。
此
以
後
辿
も
御
用
之
義
奉
畏
罷
有
候
御
事
。

御
用
米
御
荷
物
御
参
観
之
硼
、
御
家
中
様
御
荷
物
等
先
年
よ
り
私
共
へ
被
為
仰
付
御
領
分
廻
船
並
二
他
国
船
二
て
も
遂
吟
味
槙
立
江
戸
へ
御
届

ケ
申
上
候
御
事
二
御
座
候
。
其
外
江
戸
御
屋
敷
御
用
物
禎
立
居
申
候
御
事
。

右
之
通
二
て
西
宮
糠
所
二
御
座
候
所
、
此
度
魚
崎
村
嘉
平
次
と
申
も
の
荷
物
梢
所
二
可
致
存
寄
二
て
船
相
招
キ
新
規
成
工
ミ
御
座
候
。
万
一
魚
崎
村

積
所
二
罷
成
候
ハ

4

、
前
々
よ
り
国
々
迄
相
聞
え
有
之
候
西
宮
浦
積
所
之
差
支
諸
廻
船
中
並
二
大
坂
・
伝
法
問
屋
中
難
渋
二
罷
成
候
。
既
二
先
達
而

大
坂
廻
船
方
よ
り
灘
筋
二
被
為
候
新
規
二
廻
船
腋
所
致
出
来
候
様
及
承
、
私
共
へ
及
相
談
二
則
同
道
二
て
灘
筋
船
持
方
へ
前
々
仕
来
り
之
通
不
相
替

様
二
相
廻
り
置
申
候
義
も
御
座
候
。
尤
今
度
も
右
之
訳
二
御
座
候
得
は
、
大
坂
・
伝
法
船
問
屋
共
御
番
所
様
へ
御
願
可
申
上
様
二
風
聞
及
承
候
。
併

魚
崎
村
之
義
御
同
領
之
所
二
御
座
候
へ
は
、
私
共
他
領
方
と
同
心
仕
候
て
御
番
所
へ
御
願
仕
候
義
、
御
上
々
様
御
思
召
も
恐
聞
奉
存
是
迄
相
談
二
及

不
申
候
。
然
共
末
々
廻
船
積
所
二
相
成
候
ハ
ハ
大
坂
・
伝
法
も
不
得
止
事
可
被
願
出
候
。
其
節
二
被
為
て
西
宮
浦
廻
船
方
相
障
難
渋
之
義
は
俄
底
大

坂
・
伝
法
在
之
前
之
義
二
候
へ
は
兎
哉
角
申
儀
二
罷
成
可
申
と
奉
存
候
。
右
新
規
之
積
問
屋
出
来
仕
候
て
は
、
御
領
分
廻
船
並
二
他
国
船
迄
難
義
二

罷
成
私
共
数
年
は
商
売
相
続
難
成
、
大
勢
之
も
の
難
義
至
極
仕
候
。
乍
恐
御
慈
悲
之
上
被
為
被
聞
召
分
新
規
成
積
問
屋
相
企
不
申
候
様
二
被
為
仰
付

被
下
候
ハ
ハ
難
有
可
奉
存
候
。
以
上
。

宝
暦
六
年
子
六
月

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

村
田
屋
利
右
衛
門

藤

田

屋

伊

兵

衛

紹

屋

甚

兵

衛

塩

屋

十

兵

衛

平
内
太
郎
右
衛
門

常

念

長

兵

衛

一
六
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近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

三
、
流
通
機
構
の
推
移

江
戸
下
り
酒
の
嘴
矢

（
一
六
二
四
）
に
は
大
阪
北
浜
の
泉
屋
平
右
衛
門
、

一七

江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
は
鴻
池
新
右
衛
門
が
馬
の
背
に
つ
け
て
積
送
っ
て
い
た
。
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

(
1
)
 

に
堺
の
船
積
問
屋
が
江
戸
へ
の
商
品
輸
送
を
は
じ
め
た
時
に
は
、
江
戸
大
廻
り
荷
物
に
酒
荷
も
加
え
ら
れ
て
い
た
。
や
が
て
寛
永
元
年

つ
づ
い
て
毛
馬
屋
、
富
田
屋
、
大
津
屋
、
顕
屋
、
塩
屋
な
ど
の
積
問
屋
が
開
業
し
、

や
が
て
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
大
阪
、
伝
法
に
酒
問
屋
が
出
来
、
小
早
と
よ
ば
れ
た
伝
法
船
ー
後
の
樽
廻
船
ー
が
営
業
を
は
じ
め
、

(
2
)
 

こ
の
問
屋
で
主
と
し
て
酒
荷
物
仕
立
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
伝
法
船
は
伊
丹
酒
家
衆
の
取
立
て
も
あ
り
、
ま
た
兵
庫
北

壺
屋
弥
右
衛
門
の
取
立
て
で
兵
庫
の
酒
荷
物
を
も
積
み
江
戸
へ
下
る
よ
う
に
な
っ
た
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
十
組

問
屋
の
結
成
に
よ
る
廻
船
支
配
の
江
戸
荷
主
に
掌
握
さ
れ
る
に
い
た
る
と
、
樽
廻
船
は
い
わ
ゆ
る
酒
荷
物
中
心
の
稼
動
に
専
念
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
は
元
禄
期
前
の
江
戸
表
の
酒
需
要
の
増
大
な
る
好
機
を
も
つ
て
な
し
え
た
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
送
機
構
の
推
移

元
禄
期
以
降
の
西
宮
を
中
心
と
す
る
西
摂
酒
造
地
（
魚
崎
を
西
の
境
と
し
て
）

の
酒
荷
物
の
運
送
機
構
の
推
移
を

み
る
と
第
一
図
に
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
永
元
年
（
一
七
0
四
）
西
宮
の
二
連
送
問
屋
（
岡
荷
物
引
請
馬
借
附
出
並
諸
船
引

受
問
屋
）
が
伝
法
に
依
頼
し
、
他
国
船
を
傭
船
し
て
西
宮
よ
り
直
積
を
は
じ
め
る
ま
で
は
、
彼
等
に
よ
っ
て
取
集
め
ら
れ
た
酒
諸
荷
物
は

大
阪
、
伝
法
の
積
問
屋
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
仕
建
て
ら
れ
る
廻
船
に
よ
っ
て
江
戸
送
り
が
な
さ
れ
た
。
宝
永
四
年
（
一
七
0
七
）
以
降
大

阪
堀
江
の
奥
田
屋
の
手
代
が
西
宮
酒
屋
中
の
後
援
で
西
宮
に
積
問
屋
を
開
業
し
、

つ
づ
い
て
西
宮
在
住
の
者
の
中
に
も
樽
廻
船
問
屋
を

は
じ
め
る
者
が
出
て
く
る
と
、
酒
家
お
よ
び
廻
船
中
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
選
択
す
る
積
問
屋
を
船
積
支
配
人
と
し
て
、
廻
船
業
者
か

風
屋
彦
太
郎
、

よ
う
や
く
菱
垣
廻
船
の
他
人
運
送
が
軌
道
に
乗
っ
た
の
で
あ
る
。
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近
世
中
期
の
樺
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

第
一
図
酒
荷
物
運
送
機
構
の
推
移

①
宝
永
元
年
以
前

一
証
立
ー
馬
借

＿
：□：
:
]
—
□
[
I
:
:
:
]
—
一
[
[
一
ー

|
|
ー
／

•
[
＼
＼
＼
\
＼
出
並
諸
船
引
受
問
屋
伝
法

②
宝
永
四
年
よ
り
安
永
元
年
ま
で

J
一ー

畔
鱈
一
—
一
馬
借
＿
／

＿
悶
頑
5物
受
碍
“
—
一
西
宮
船
積
支
配
人
ー
—
―
西
宮
浦
廻
船

＼
 

（
樽
廻
船
問
屋
）

”立＿

③
安
永
元
年
以
降

（
二
軒
）

/
-

>[-

（江一

瀬
取

〉
仲
間

＿
手
酒

、
．
道
売
り

一
八
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近
世
中
期
の
樽
廻
船
翰
送
の
動
向
（
津
川
）

問
屋
と
な
ら
ん
で
、

こ
れ
を
図
示
す
る
と
第
二
図
、
第
三
図
に
示
す
通
り
で
あ
る
。

一九

（
イ
）
に
示
す
関
係
は
船

(

3

)

 

ら
積
支
配
人
へ
支
配
料
（
手
数
料
ー
安
永
四
年
に
は
十
駄
に
つ
き
銀
二
匁
で
あ
っ
た
）
を
お
さ
め
て
廻
船
仕
建
て
を
な
し
、
江
戸
廻
漕
を
お
こ

そ
れ
ま
で
の
樽
廻
船
問
屋
は
内
分
の
組
合
で
あ
っ
た
が
、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
西
宮
は
尼
崎
領
よ
り
天
領

地
に
公
収
さ
れ
、
同
八
年
に
廻
船
問
屋
は
株
免
許
を
願
い
出
て
明
和
九
年
1

1
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）

が
認
可
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
頃
よ
り
在
郷
の
諸
荷
物
を
運
搬
し
、

西
宮
町
内
の
酒
家
よ
り
積
問
屋
、

に
江
戸
積
諸
荷
物
廻
船
問
屋
株

こ
れ
を
取
捌
く
、
馬
借
（
駄
賃
馬
）
、
岡
荷
物
揚
下
諸
船
引
受

(

4

)

 

さ
ら
に
積
所
ま
で
の
酒
荷
物
浜
出
し
の
運
搬
に
あ
た
る
西
宮
地
車
組
（
ゴ
ロ
タ

と
呼
ば
れ
牛
に
よ
っ
て
牽
く
小
車
で
、
浜
出
し
の
み
な
ら
ず
酒
原
料
米
精
白
の
た
め
に
水
車
場
ま
で
の
米
の
運
搬
、
水
運
搬
を
も
お
こ
な
う
）
が
は
じ
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
荷
主
で
あ
る
酒
造
家
は
、
た
と
え
自
家
醸
造
酒
（
手
酒
）
を
自
分
持
船
（
手
船
）
に

積
込
む
場
合
に
も
、
廻
船
問
屋
の
庭
を
通
し
て
廻
船
積
込
み
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
廻
船
問
屋
の
酒
造
家

に
上
位
す
る
力
を
も
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
酒
造
家
と
廻
船
問
屋
お
よ
び
廻
船
業
者
と
の
関
係
は
や
は
り
酒
造
家
の
制
約

を
う
け
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
機
構
を
通
じ
て
幕
府
が
経
済
統
制
を
加
え
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

樽
廻
船
の
人
的
構
成
お
よ
び
資
本
構
成

主
が
酒
造
家
あ
る
い
は
積
問
屋
な
ど
で
、
船
主
自
身
が
船
舶
の
実
際
の
操
舵
を
お
こ
な
わ
ず
、
実
質
上
の
船
頭
を
雇
つ
て
そ
の
下
に
乗

組
員
を
組
織
す
る
場
合
で
、
経
営
上
の
徳
用
勘
定
、
決
算
、
海
難
清
算
等
は
船
主
（
資
本
主
）
が
お
こ
な
い
、
廻
船
航
海
中
の
責
任
は
沖

船
頭
に
委
託
す
る
場
合
で
、
乗
組
員
の
賃
銀
は
船
主
よ
り
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
て
、
換
言
す
る
と
資
本
主
で
あ
り
実
際
の
操
舵
責
任
者
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
一
般
の
廻
船
の
組
乗
員
は
、
積
石
四

な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

（
口
）
の
場
合
は
船
主
が
そ
の
ま
A

船
頭
で
あ

0
石
に
一
人
の
割
合
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
大
体
千
石
積
船
で
あ
っ
て
も
一
六
人
を
限
度
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
廻
船
仕
出
し
の
資
本
構
成
は
、
自
己
資
本
の
み
に
よ
る
場
合
と
、
他
人
資
本
が
そ
れ
に
導
入
さ
れ
る
場
合
と
あ
り
、
酒
造
家
で
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樽
廻
船
の
人
的
構
成

（
船
主
—
一
沖
船
頭
「
一
ー
水
主
-
|
-
／

□
[
—

竺
船
主
ー
ー
（
直
乗
）
ー
ー
水
主
1

炊

夫

一

第
三
図

第
二
図

樽
廻
船
の
資
本
構
成

（
自
己
資
本
）
／

／
 

＼
 

/
 

＋
 

酒

家

ー

／

一
荷
受
問
屋
一
[
且

樽
船
問
屋
一

手
船
を
持
つ
よ
う
な
場
合
は
他
に
融
資
を
こ
わ
な
く
て
も
仕
出
し
え
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
様
な
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
確
実
な
荷
主

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

二
0
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註

近
世
中
期
の
樽
廻
船
輸
送
の
動
向
（
津
川
）

た
と
え
ば
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
五
月
の
申

(
5
)
 

合
覚
の
「
船
切
荷
支
の
節
は

．．．． 

手
船
積
方
―
つ
仕
舞
に
五
十
太
、
加
入
船
は
家
別
に
三
十
太
、
其
外
は
無
鉢
の
太
数
積
込
申
間
敷
。
」

よ
う
な
取
極
め
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
て
、
加
入
船
を
も
つ
こ
と
、

い
わ
ゆ
る
廻
船
加
入
と
称
せ
ら
れ
る
、
廻
船
お
よ
び
乗

（
未
完
）

（
実
入
費
あ
る
い
は
評
価
額
）
．
そ
の
額
の
何
歩
づ
つ
か
の
代
金
を
船
主
に
提
供
し
、

(
6
)
 

応
じ
て
徳
用
の
分
配
に
も
あ
づ
か
る
と
い
う
仕
組
で
資
本
の
融
通
が
な
さ
れ
で
い
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
額
に

(
1
)

大
阪
市
史
第
五
、
三
八
六
頁
「
大
阪
番
船
ノ
濫
瘍
及
慣
行
」

(
2
)

海

事

史

料

叢

書

第

一

巻

七

八

頁

(
3
)
（
4
)
（
5
)

廻
船
記
録
写
本
四
井
文
書

(
6
)
拙
稿
「
近
世
の
廻
船
に
関
す
る
若
千
の
史
料
」
関
西
大
学
経
済
論
集
九
の
一

他
人
資
本
の
渫
入
を
ま
つ
て
廻
船
の
建
造
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
が
、
一
般
に
み
ら
れ
る
廻
船
加
入
の
現
象
形
態
は
、
船
舶

が
建
造
さ
れ
た
後
、
あ
る
い
は
他
船
の
譲
渡
を
う
け
て
廻
船
業
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
資
金
融
通
を
う
け
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

出
し
道
具
共
の
費
用
総
額
を
幾
何
と
き
め

を
う
る
目
的
か
ら
、

荷
主
は
船
腹
払
底
の
節
に
確
実
な
船
腹
を
確
保
す
る
目
的
で
、




